
資

松
「

預
金
、
特
に
貯
蓄
預
金
の
占
め
る
割
合
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
取
扱
う
預
金
の

性
質
に
よ
り
、
各
金
融
機
関
に
大
き
な
消
長
が
み
ら
れ
る
訳
で
あ
り
、
主
と
し
て
営
業
預
金
を

取
扱
う
普
通
銀
行
の
預
金
伸
張
の
顕
著
な
の
に
対
し
、
主
と
し
て
貯
蓄
預
金
を
取
扱
う
貯
蓄
銀

行
、
信
託
会
社
、
生
命
保
険
会
社
の
資
金
蓄
積
は
少
な
く
、
従
っ
て
そ
の
経
営
も
苦
し
い
訳
で

あ
る
。
又
農
業
会
の
如
〈
そ
の
取
扱
う
預
金
が
従
来
の
貯
蓄
預
金
よ
り
所
得
預
金
に
変
じ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
之
は
結
局
預
金
の
源
'
浪
が
国
民
の
所
得
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
政
府
資
金
の

撒
布
、
金
融
機
関
の
貸
州
増
加
に
存
ず
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
現
在
の
預
金
増
加
は
全

〈
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
結
栄
で
あ
っ
て
、
貯
留
預
金
、
所
得
預
金
の
増
加
を
み
ざ
る
限
り
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
に
対
す
る
劫
巣
も
亦
乏
し
い
と
去
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〈
倉
内
、
黒
崎
)

昭
和
二
十
三
年
度

日

、。ζ

一
、
概

況

二
、
金
融
機
関
別
資
金
部
秘
状
況
分
析

日

銀

行

間

農

業

協

同

組

合

問
市
街
地
信
用
組
合

凶

無

尽

会

社

問

郵

便

金

間

金

銭

託

=一
、
結

信貯

脅7，
fll-1 

一
、
観

況

泊
貨
安
定
対
熊
木
部
制
に
よ
る
問
和
二
十
三
年
度
に
於
け
る
企
金
融
機
関
の
一
般
預
金
噌
加

山
は
四

O
六
、
七
六
一

一内
万
円
に
上
り
、
当
初
日
楳
額
三
千
偲
円
に
対
し
一
一
}.一4
・
五
%
の
達

成
本
を
示
し
た
。
尤
も
有
の
噌
加
山
に
は
荒
一二
、
八
七

O
百
万
円
に
及
ぶ
第
一
一
封
鎖
預
金
よ
り

ブL
O 

の
振
替
額
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
之
を
控
除
す
れ
ば
新
規
増
加
高
は
三
五
二
、
八
九

一
百
万

円
と
な
る
が
、
当
初
目
標
額
に
対
し
尚
一
一
七

・
六
%
の
達
成
準
を
示
し
、
昭
和
二
十
二
年
度

の一

一
六

・
七

%
と
略
同
率
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
之
を
金
額
に
於
て
み
る
と
き
は
昭
和
二
十
一
一一

年
度
の
四

O
六、

七
六

一
百
万
円
は
昭
和
二
十
二
年
度
の
一

九
八
、
四
二
五
百
万
円

ハ
一
般
自

由
預
金
増
加
高
)
に
対
し
二
倍
に
上
っ
て
お
り
、
そ
の
増
加
は
相
当
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
以

下
預
金
増
加
の
趨
勢
を
各
金
融
機
関
別
に
、
又
種
類
別
に
分
析
す
る
と
と
に
よ
っ
て
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
紐
憾
化
せ
る
経
済
情
勢
下
に
於
け
る
資
金
蓄
積
の
実
態
を
究
明
す
る
こ
と
そ
す

る
。
尚
右
の
分
析
に
よ
り
今
後
経
済
安
定
化
に
向
う
段
階
に
於
け
る
資
令
部
制
の
変
化
に
対
し

若
干
の
示
唆
を
与
え
得
る
も
の
と
思
う
。

先
づ
各
金
融
機
関
別
の
二
十
一
一一年
度
中
に
於
け
る

一
般
預
金
の
趨
勢
は
第

一
説
及
び
第
二
表

に
示
す
如
く
で
あ
あ
が
、
木
年
三
月
末
に
於
け
る
一
般
預
金
残
尚
は
鋭
行
の
凶
六
問
、
八
七
八

百
万
円
、
州
刷
業
協
同
組
合
の
九
七
、
六
三
六
百
万
円
、
郵
便
貯
金
の
六
二
、
八
九
九
百
万
円
、

無
尽
会
社
の
二
四
、
二
二
九
百
万
円
、
市
街
地
信
用
組
合
の
一
二
、
四
八
ご
百
万
円
、
信
託
勘

定
、
生
命
保
険
会
社
、
漁
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
二
-
一
、
六
六
六
百
万
円
合
計

六
八
問
、
七
九
O
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
文
年
度
中
に
於
け
る
一
般
預
金
の
増
加
高
は
銀
行

の
二
七
O
、
一
一
一
ご
百
万
円
(
目
標
達
成
率
一
一
一
四

・
O
M
m以
下
同
様
)
、
農
業
協
同
組
合
の
五

七
、
一

O
九
百
万
円

(
一
五
三

・
五
銘
)
、
郵
便
貯
金
の
問
O
、
三
四
八
百
万
円
(
一
六
五

・

六
銘
)
、
無
尽
会
社
の

一
七
、
九
三

一
百
万
円
〈
二
一

0
・
九
%
)
、
市
街
地
信
用
組
合
の
八
、

三
六
七
百
万
円

(
一
八
一

・
八
路
て
そ
の
他
金
融
機
関
の
一

-一
、
九
七
五
百
方
円
(
二
八
八

・

五
%
)
合
計
四
O
六
、
七
六
一
百
万
円
(
一

三
五

・
五
銘
〉
と
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
各
金
融
機

関
の
二
十
二
年
度
中
増
加
傾
に
対
す
る
伯
率
は
無
尽
会
社
の
三

・
六
O
を
最
高
と
し
、
市
街
地

信
用
組
合
の
一
了
九

O
、
郵
便
貯
金
の
二
二
一
六
、
農
業
協
同
組
合
の
こ
・
五
五
が
之
に
次

F
、
銀
行
の
-
・
八
こ
が
段
低
と
な
っ
て
い
る
(
第
三
表
参
照
)
。
右
の
結
果
預
命
増
加
制
中
各

金
融
機
附
の
占
め
あ
比
耶
は
銀
行
六
六

・
四
%
〈
二
十
二
年
度
七
四

・
五
%
以
下
向
峨
〉
、
出
撲

協
同
組
合
一
間

・
O
M
m〈
一
一

・
ニ
忽
)
、
郵
便
貯
令
九

・
八
路
(
七

・
六
%
)
、
無
尽
会
社
四

・

凶
%
(
二

・
六
%
)
、
市
街
地
信
用
組
合
二

・
o
v
m
(
一
・
四
銘
〉
、
其
他
A
W一
融
機
関
=
了

}
%

。一

・
七
Mm)
と
な
っ
て
お
り
、
縦
行
が
半
ば
以
上
を
占
め
て
い
る
と
は
云
え
、

二
十
二
年
度
に

比
較
す
れ
ば
、
八

-
一
一
%
の
低
下
を
示
し
、
他
方
農
業
協
同
組
合
が
二

・
八
%
、
郵
便
貯
金
が



二
・
二
怒
の
向
上
を
示
し
て
い
る
。
更
に
銀
行
預
金
の
増
加
が
「
二
、
金
融
機
関
別
資
金
蓄
積

状
況
分
析
」
に
於
て
述
べ

る
が
如
8
特
殊
な
要
因
に
よ
る
形
式
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と

含
考
慮
す
れ
ば
実
質
的
預
金
に
於
て
銀
行
の
占
め
る
地
位
は
一
段
と
低
下
す
る
こ
と
L
な
る

が
、
か
L
る
現
象
は
後
述
す
る
如
き
期
限
付
預
金
の
地
位
の
相
対
的
向
上
と
共
に
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
綴
悦
化
の
一
指
棋
を
示
す
も
の
と
云
え
よ
う
。
即
ち
最
近
の
資
金
給
制
は
営
業
預

金
よ
り
所
神
預
金
、
貯
都
預
金
に
そ
の
中
心
が
移
行
し
始
め
た
こ
と
た
物
悟
っ
て
い
る
。

次
に
月
別
増
加
状
況
を
み
る
と
、
第
二
裁
の
如
〈
政
府
支
払
の
木
枯
化
し
な
か
っ
た
凶
月
は

農
業
会
預
金
の
減
少
と
相
候
っ
て
四
、
二
九
五
百
万
円
の
増
加
に
過
F
な
か
っ
た
が
、
五
月
以

降
は
漸
次
増
加
額
を
増
し
、
同
月

=
=
、
五
九
八
百
万
円
、
六
月
三
二
、

0
0九
百
万
円
と
顕

著
な
増
加
を
示
し
た
。
七
月
は
一
九
、
四
八
七
百
万
円
(
第

一
封
鎖
預
金
よ
り
の
振
替
額
五

三
、
八
七

O
百
万
円
を
控
除
す
。
)
と
若
子
減
少
し
た
が
、
八
月
は
三
八
、
七
五

O
百
万
円
と
再

融

機

桝r
''''1 

知

金

第
一
表
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F
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，AEJ 
昭
和
二
十
三
年
凹五....... 

ノ、七八

H 

九

昭
和
二
十
四
年

-十

対

資
金
醤
油
状
況
分
析

昭
和
二
十
三
年
度

び
増
加
し
、
特
に
九
月
は
金
融
機
関
に
於
け
る
決
算
期
の
関
係
と
自
己
の
増
資
払
込
金
に
よ
り

四
入
、

O
四
O
百
万
円
の
激
増
を
示
し
た
。
十
月
は
銀
行
預
金
は
減
少
し
た
も
の

へ

供
米
代

金
支
払
に
よ
る
農
業
協
同
組
合
預
金
の
増
加
に
支
え
ら
れ
、
ご
O
、
O
五
七
百
万
円
の
増
加
を

示
し
、
吏
に
十
一
月
、
十
二
月
比
供
米
代
金
を
含
む
政
府
資
金
支
払
の
増
大
、
金
融
機
関
融
資

の
膨
脹
に
よ
り
夫
々
四
五、

八
O
ご
百
万
円
、
九
阿
、

三
四
五
百
万
円
の
激
増
を
示
す
に
歪
つ

た
。
本
年
に
入
っ
て
か
ら
は
徴
税
の
強
行
と
政
府
文
払
の
遅
延
に
よ
る
政
府
資
金
の
引
掛
超

過
、
経
済
安
定
九
原
則
の
具
体
化
に
伴
う
銀
行
融
資
の
引
締
め
専
の
影
響
を
受
け
飯
行
預
金
は

極
度
に
不
振
で
あ
っ
た
上
、
供
米
代
金
支
払
が
峠
を
越
す
に
伴
い
農
業
協
同
組
合
預
金
が
減
少

一
月
五
、
五
四
四
百
万
円
、
二
月
五
、

四
九
O
百
万
円
の
増
加
に
止
ま
っ
た

に
転
じ
た
た
め
、

が
、
二
一
月
の
み
は
決
算
期
関
係
に
よ
る
銀
行
預
金
の
増
大
に
よ
り
漸
〈
ご
五
、

四
七
三
百
万
円

の
噌
加
と
な
っ
た
。

四
、
四
六
九

回
、
七
八

O

五
、
=
五
一

六
、同
五
久
-

六
、
九
三
九
一

七
、
六
七
二

八
、
一
四
一
一
一
一

八
、
λ
O九
-

一
O
、
三
六
ニ

二

、
0
0七
一

一
七
、
二

一
一

一
九
、
O
五
O

二

O
、七

O
四

{出

合

一
O
、
二
ハ
七

一
O
、
五
九
丸

一一、
一一一一

ムハ

一
五
、
ご
一
七
四

一
五
、
九
七
六

一
六、
九
六
問

一八、
三
二
六

一
九
、
四
九

一

二
O
、
七
七
O

二
一

、
一
五
六

月

一

銀

行

一
操
業
協
同
組
合

一
郵

便

貯

金

一
信

用

組

合

↑

無

尽

会

社

一
其

月

一

一

九

九

O
九
九
一

三

七

、
四一
一一四一

二
三
、
九

九

五

一

七

二

六

0
一

月

一

一一一

O
、
一
二
一
一
五
三
六
、
五
七
九
一

一
一五
、
六
0
0
一

λ
、
一
二
九
一

月
F

二一一一
五
、
三
一一一
四
一
三
九
、
七
八
三
一

二
七
、
二
一
九
一

九
二
一
八
一

月

一
一
一
七
九
-
二
回
二
一

五

O
、
四
七
九
一
一
エ
七
、
九
七
二
一

一

一
、
七
三
一
一

一一一

一
二
、
一
八
五
一

五

一
二
ご

五
一

四
O
、
六
九
二
一

…
三
、
O
一一一

二

三
四
九
、
六
六
六
一

五
五
、
六
六

0
一

回
一一一
、七

一四
…

一

四
二
一
一
九
二

三
四
八
、

O
一一
一一一
一一

七

一

、
七
O
七一

四
六
、
二
八
七

一

一

五

、
六
三
九
一

三
七
O
、六
二
六
一

八

九

、
三
三

二

四

入

、

五
六

O
一

四
三
六
、
七
四
λ
一

一
O
丸
、
王

O
八

一

五

て
八
四
六

一

四
三
一

、
九
一

O
一
一

一
二
、
二
四
九
一
五
六
、
八

O
二

計

一
月
中
増
加
高

…

四
、
二
九
五
一

二
ニ
、
五
九
八
一

三
二
、
O
O九
一

七
三
、
一一一五七
↑

三
λ
、
七
五
O
一

問
八
、

O
四
O
一

二
O
、
O
五
七
一

四
五
、八

O
三一

九
四
、一
一一四
五
一

一半
、
五
四
回
一

二
八
二
、
一二
二
四

こ
え
玉
、
九
ご
一

一

三
二
七
、
九一一
一
一

四
O
て
二
八
八

四
四

O
、O
三

λ

四
八
八
、

O
七
八
一

五
O
八
、
二
=
五
一

五
五
=
一
、
九
三
八
一

六
四
久
、
二
八
三
一

六
五
三
、
八
二
七
一

三
九
一

〈
単
位

百
万
円
)
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-尚早目

般

預

金

増

加

高

銀

四、
一
二
五
二
一

一
一
、一一一一
ムハ
一

二
五
、
O
九
九
一

四
三
、
九
O
八
一

三
二
、
九
四
三一

三
七
、
四
八
二

，c、

一、六一
一一一
一一一

二
二
、
五
九
=一
-

ムハ占ハ、一

一一二
・

，c、

問
、
八
三
八
四

七| 二
01 六六

一I0 7L 
三|六 O
-1 三Ji.

六
六
・凶

%

一
O
四
、
七
一
一
一
一
一
一
一

九
七
、
六
三
六
一

ム
ハ
O、
五
四
六
一

六
三
、
八
九
九
一

五
七
、

一
0
4

凶
O
、
二
四
八

(
通
貨
安
定
対
策
本
部
制
)

t込，c，、

二
、
七
凶
一

心、

七
、
五
一
六

，c，、

五
七 l七、，、
-10  
01 九
九 |七
ー ー・.今一

一
四
・O

%

八 i二一

|三|四四
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怨
本
業
の
数
字
が
『
二
、
金
融
緩
関
別
資
金
相
骨
抜
状
況
分
析
」
の
数
字
と
相
開
門
し
て
い
る
の
は
資
創
刊
を
異
に
す
る
た

め
で
ふ
の
る
。

ニ
、
金
融
機
関
別
資
金
蓄
積
状
況
分
析

噌

E
-a

銀

'ー

イT

先
づ
全
金
融
機
関
一
一
般
預
金
増
加
市
の
六
六
%
を
占
め
る
銀
行
に
付
て
み
る
に
、
第
一
に
註

自
せ
ら
れ
る
と
と
は
第
五
表
の
示
す
如
〈
各
月
の
預
金
増
加
高
に
大
な
る
変
動
が
あ
る
と
と
で

あ
る
。
即
ち
第
一
封
鎖
預
金
の
振
判
官
に
よ
り
激
増
し
た
七
月
合
除
き
、
六
月
二
五、

一
六
五
百

万
円
、
八
月
三
四
、
二
O
八
百
万
円
、
九
月
三
七
、
主
七
O
百
万
円
、
十
二
月
六
六
、
二
ハ
九

百
万
円
、
三
月
二
七
、
七
六
七
百
万
円
と
大
帽
の
増
加
を
示
し
て
い
る
の
に
反
し
、
四
月
は

三
、
七
九
九
百
万
円
、
本
年
二
月
は
六
、
主
三
二
百
万
円
と
そ
の
増
加
傾
は
少
な
ぐ
、
吏
に
十

月
及
び
本
年
一
月
は
夫
々

一
、
一一
一
一
司
八
百
万
円
、
四
、
五
七
五
百
万
円
を
減
少
し
て
い
る
。
而

資
金
蓄
積
状
況
分
析

昭
和
-
一
十
=
一
年
度

し
て
之
が
原
因
は
銀
行
預
金
の
相
当
部
分
が
営
業
預
金
で
あ
る
結
果
、
第
一
に
政
府
資
金
の
撒

布
状
、
判
銀
行
融
資
の
羽
滅
に
直
接
影
響
を
受
け
る
こ
と
、
第
二
に
年
末
、
決
算
期
末
等
に
於

て
手
持
手
形
小
切
手
の
急
噌
に
よ
り
表
面
的
に
膨
脹
し
、
此
の
た
め
翌
月
は
撤
減
す
る
こ
と
に

あ
る
。
今
説
明
の
都
合
上
第
二
点
よ
り
み
る
と
、
第
六
表
の
如
〈
八
月
、
九
月
、
十
二
月
、
三

月
に
於
け
る
銀
行
手
持
手
形
小
切
手
の
増
加
高
は
夫
々
一
て
二
五
四
百
万
円
、
一
五
、
二
八

六
百
万
円
、
九
、
二
一

三
百
万
円
、
二
九
、
O
七
五
百
万
円
に
上
り
、
之
等
各
月
に
於
け
る
当

座
預
金
及
び
別
段
預
金
増
加
高
の
一
ニ
O
%
乃
至
九
O
%
を
占
め

一
般
預
令
増
加
の
有
力
な
原
因

企
な
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

次
に
第
一
点
を
み
る
た
め
右
の
原
因
を
除
去
し
た
数
字
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
勿
愉
手
形
小
切

手
の
増
減
は
総
預
金
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
り
、
右
金
額
を

一
般
預
金
の
み
よ
り
控
除
す
る
こ

と
は
正
し
く
な
い
か
ら
、

一
般
預
金
の
総
預
金
中
占
め
る
比
本
企
乗
じ
た
も
の
を
一
般
預
金
の

増
加
傾
よ
り
控
除
す
る
こ
と
L
す
る
。
第
七
表
に
よ
り
右
の
数
字
を
政
府
資
金
撒
布
超
過
額
と

銀
行
の
貸
出
増
加
傾
の
合
計
額
に
比
較
し
て
み
る
と
両
者
の
噌
械
の
傾
向
に
徳
接
な
関
係
の
あ

る
こ
と
が
分
る
。
即
ち
政
府
資
金
と
貸
出
増
加
額
と
の
合
計
額
の
増
大
せ
る
λ
月
以
降
十
三
月

迄
純

一
般
預
金
の
増
加
が
著
し
い
の
に
反
し
、
本
年
一
月
以
降
前
者
が
純
減
を
示
す
と
共
に
後

者
も
純
減
を
示
す
か
、
増
加
す
る
場
合
に
於
て
も
そ
の
額
は
二
十
億
円
台
と
極
め
て
少
一
徹
で
あ

る。
第
二
に
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
は
預
金
に
漸
次
安
定
性
が
加
わ
り
つ
L
あ
る
と
と
で
あ
る
。
即

ち
先
づ
預
金
総
額
中
期
限
付
預
金
の
占
め
る
比
率
に
付
て
み
る
と
、
各
月
別
残
高
に
於
て
は
第

四
表
に
示
す
如
く
四
月
に
於
て
は
一
六

・
三
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、
漸
次
増
加
傾
向
を
示
し
、

特
に
本
年
一
月
以
降
は
預
金
総
額
の
増
加
が
鈍
化
す
る
と
共
に
急
激
に
上
昇
し
、
一
-一月
に
於
て

は
-
九

・
八

%
に
達
し
た
。
又
第
五
表
に
よ
り
各
月
別
相
加
商
会
み
る
と
、
毎
月
四
十
億
円
乃

至
五
十
億
円
の
増
加
を
示
し
、
特
に

一
般
預
金
総
額
の
減
少
せ
る
十
月
、
本
年

一
月
に
於
て
も

夫
々
回
、
間
二
八
百
万
円
、
五
、
四
九
九
百
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
結
周
年
度
中
に
於

て
は
一
般
預
金
哨
加
額
二
七
二
、
六
六
三
百
万
円
中
六
二
、
七
三
O
百
万
円
と
総
傾
に
対
し
二

三
%
を
占
め
て
い
る
。
吏
に
二
十
三
年
三
月
末
残
高
に
対
す
る
地
加
単
に
於
て
は
.安
求
払
預
金

の
一
二
六

・
九
%
に
対
し
制
限
付
預
金
は
ニ
O
九

・
二
%
と
優
位
を
占
め
、
文
二
十
二
年
度
増

=一九一
一一



資

料

加
実
績
に
対
す
る
倍
率
に
於
て
も
前
者
一

・
七
三
に
対
し
後
者
二

・
一一一
}
と
な
っ
て
い
る
。
か

く
期
限
付
預
金
の
比
重
が
増
大
し
つ
L
あ
る
と
と
は
預
金
が
安
定
性
を
加
え
つ
L
あ
る
一
証
左

で
あ
る
が
、
昭
和
十
二
年
当
時
期
限
付
預
金
の
占
め
る
比
率
が
五
四
%
に
上
っ
て
い
た
こ
と
金

考
え
れ
ば
未
だ
極
め
て
低
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
終
戦
後
は
長
期
貯
蓄
は
株
式

社
債
等
に
よ
る
直
接
投
資
の
方
向
に
あ
る
こ
と
、
定
期
預
金
利
率
は
数
度
の
引
上
安
み
た
と

は
云
え
、
他
の
金
利
に
比
し
未
だ
低
き
こ
と
等
に
よ
り
期
限
付
預
金
の
占
め
る
比
率
が
戦
前
並

に
回
復
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
〈
と
も
一
ニ
O
w
m
台
に
迄
上
昇
す
る
こ
と
が
望
ま
し

、。、
L
V

更
に
期
限
付
預
金
は
右
の
如
〈
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
未
だ
不
安
定
の
要

素
が
存
す
ゐ
ζ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
即
ち
第
八
中
裁
に
よ
り
定
期
預
金
増
加
高
の
内
訳
を
み
る

と
、
二
十
三
年
度
中
の
総
噌
加
高
六
O
、
三
九
九
百
万
円
中
無
記
名
定
期
預
金
は
二
五
、
六
九

七
百
万
円
と
総
額
の
四
ご

・
六
%
を
占
め
、
無
記
名
預
金
が
定
期
預
金
増
加
の
有
力
な
る
一
因

と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
租
税
負
担
が
相
当
程
度
の
軽
減
を
み
る
迄
之
が
廃
止
が
困
難
で
あ

る
。
次
に
無
記
名
定
則
預
金
を
割
増
金
又
は
賞
品
の
付
〈
福
徳
定
期
預
金
と
布
以
外
の
特
別
定

期
預
金
に
分
っ
て
み
る
と
、
年
度
中
増
加
額
に
於
て
前
者
は
一

一
、
二
八
八
百
万
円
と
無
記
名

定
期
預
金
中
凶
三

・
九
%
を
占
め
、
定
期
預
金
が
未
だ
確
定
命
利
に
よ
っ
て
増
加
す
る
も
の
で

な
い
聞
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
第
九
表
に
よ
り
預
金
担
保
貸
出
の
哨
加
を
み
る

と
、
各
月
共
定
期
預
金
増
加
高
の
四
O
%
乃
至
六
O
%
を
占
め
、
八
月
の
如
き
は
八
七

・
九

%

を
占
め
て
い
る
。
年
度
中
に
於
て
は
四
八
・
七
劣
と
な
っ
て
い
あ
が
、
之
は
定
期
預
金
噌
・
加
高

中
に
七
月
に
於
け
る
第
一
封
鎖
預
金
よ
り
の
振
替
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
之
を
考
慮
す
れ
ば
五

O
%
を
超
え
る
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
預
金
担
保
貸
出
は
資
金
諮
績
の
点
よ
り
み
て
預
金
の

払
民
し
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
預
金
の
実
質
的
増
加
を
み
る
た
め
に
は
定
則
預
金
噌
加
'
傾
よ
り

之
を
控
除
す
る
必
要
を
生
ず
る
訳
で
あ
る
。
か
〈
て
定
期
預
金
の
実
質
的
哨
加
は
定
期
預
金
増

加
前
六
O
、
三
九
九
百
万
円
中
三
O
、
九
三
九
百
万
円
に
過

F
な
い
こ
と
L
な
る
。
然
し
乍
ら

之
を
各
月
別
に
み
る
と
き
は
凶
月
乃
至
五
月
が
概
ね
十
億
円
台
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
十
月
以

降
本
年
三
月
迄
は
二
十
億
円
よ
り
三
十
億
円
に
上
っ
て
い
る
こ
と
は
則
限
付
預
金
地
加
の
趨
鈎

を
示
す
も
の
と
云
え
よ
う
。

制
限
金
安
定
化
を
示
す
も
の
と
し
て
第
二
に
取
り
上
げ
、
べ
き
も
の
は
、

要
求
払
預
命
中
に
於
て

三
九
四

も
普
通
預
金
の
増
勢
が
当
座
預
金
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
第
五
表
に
示

す
如
ぐ
昭
和
二
十
一
二
年
三
月
末
残
高
に
対
す
る
増
加
率
は
当
座
預
金
の
一
一
四

・
五
銘
に
対

し
、
普
通
預
A
W・
に
於
て
は
-
二
六

・
七
%
で
あ
り
、
又
二
十
三
年
度
増
加
額
の
二
十
二
年
度
情

加
額
に
対
す
る
倍
率
は
前
者
の

一
・
四
七
に
対
し
後
者
は

一
・
八
五
で
あ
る
。
更
に
当
座
預
金

禍
加
額
中
に
は
手
形
小
切
手
に
よ
る
名
目
的
噌
加
の
あ
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
両
者
の
開
き
は
一

層
大
き
く
な
る
。
今
手
形
、
小
切
手
の
年
度
中
噌
加
額
五
六
、
一
O
九
百
万
円
中
一
般
当
座
預

金
増
加
に
関
係
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
額
三
七
、
六
三
九
百
万
円
(
五
六
、
一
O
九
百
万
円
に

当
座
預
金
と
別
段
預
金
増
加
額
中
当
陸
預
金
の
占
め
る
比
率
七
五

・
八
%
を
乗
じ
、
更
に
総
預

金
中
一
般
預
金
の
占
め
る
比
率
八
八
・
五
%
を
乗
じ
た
も
の
)
を
控
除
す
れ
ば
、
当
座
預
金
の

実
質
的
指
加
は
一
三
ハ
、
九
六
六
百
万
円
に
過
ぎ
ず
、
二
十
=
一年
三
月
末
に
対
す
る
増
加
率
は
五

六

・
七
と
普
通
預
金
の
半
ば
に
も
足
り
な
い
。

右
の
如
く
普
通
預
金
の
増
勢
が
当
臨
預
金
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る
こ
と
は
預
金
安
定
化
の

傾
向
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
普
通
預
金
の
内
容
を
み
る
と
会
は
之
を
以
て
直
ち
に
銀
行
預

命
中
所
得
預
金
乃
至
貯
蓄
預
金
の
占
め
る
地
位
が
上
昇
せ
る
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
何
故
な
ら
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
進
行
中
に
於
て
は
現
金
取
引
が
雌
行
す
る
た
め
普
通
預
金

に
営
業
制
金
的
性
質
が
付
加
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
全
額
営
業
預
金
と
み
ら
れ
る
公

団
預
金
に
於
て
す
ら
本
年
三
月
末
に
於
て
普
通
預
金
が
総
額
の
一
三

一
・
五
%
を
占
め
て
い
る
。

抗
日
迎
韻
金
の
総
額
中
か
L
る
営
業
預
金
が
幾
何
を
占
め
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
昔
、
通
預
金
の

営
業
預
金
化
を
知
る

一
指
標
と
し
て
そ
の
回
転
速
・
肢
を
み
る
こ
と
L

す
る
。
即
ち
営
業
預
金
で

あ
あ
場
合
に
は
所
得
預
金
乃
至
貯
蓄
預
〈
ル
の
場
合
に
比
し
そ
の
受
払
が
頻
繁
で
あ
る
。
即
ち
そ

の
回
転
速
度
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
十
茨
は
一
般
預
金
を
当
腔
預
命
と

そ
の
他
預
金
に
分
類
し
た
の
み
で
普
通
預
金
は
そ
の
他
預
金
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
其
他
預
金

が
回
転
速
度
の
甑
め
て
低
い
則
限
付
預
金
を
含
ん
で
い
る
か
ら
回
転
述
肢
の
高
い
と
推
定
さ
れ

る
別
段
預
金
を
含
ん
で
い
る
と
は
云
え
普
通
預
金
の
回
転
速
度
は
右
の
数
字
よ
り
商
い
も
の
と

忠
わ
れ
る
。
而
し
て
第
十
表
に
よ
る
問
転
速
院
は
月
一

・
二
三
乃
至
一

・
六
五
で
あ
る
か
ら
、

之
を
主
と
し
て
所
得
預
金
乃
至
貯
蕗
預
金
で
あ
る
郵
使
貯
金
の
回
転
辿
度

0
・
一
二
乃
歪

0
・

二
O
〈
第
十
五
表
参
照
〉
に
比
脱
し
て
み
る
と
銀
行
普
通
預
金
は
郵
便
貯
金
に
比
し
入
桁
乃
主
十

倍
営
業
預
金
化
し
て
い
る
と
云
え
る
。
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増
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陸
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四
品
酬
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位
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位
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一
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丹
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八
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の
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R
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問
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全

国

銀

行

当

座

五

び

別

段

預

金

増

加

高

|昭 l昭
和 和

十十
四 三
年~~::

_'二 一 十十 十九八七六五四

月月月月月月月月月月月月

F
「

，
九

月

青|・
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九、-一き

い

ニ一
一、八
一平
凡
~

回、=七
六
一

一、
七八
O

一

-一、
一三
一
一

一
室
、
奈
穴
一

一一
実
ゐ

一

一入豆

一

〉
内
は
安
田
鎖
行
を
含
む
倣
字
で
あ
る
@

九U

d 

座

預

金

L:> 

七、

O
八
八

て
三
五
凶

六
、
八
四
八

三
、
O
二
二

二
一

、
入
九
五

ご
工
、一

八
二

七
、
六
九
一

九
、
一

O
五

二
七
、
一
四
七

一
一
、
O
四
六

六
七
六

二
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九
二

O

企、t込 6

-b 
7し
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-b 

証左

三
月の
別
段
澗
金
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政
府
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預
金
一
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、
六
O
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ん
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い
な
い
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ω
農
業
協
同
組
合

通
貨
安
定
対
策
本
部
調
に
よ
る
農
業
協
同
組
合
貯
金
の
二
十
三
年
度
増
加
額
は
五
七
、
一
O

九
百
万
円
と
銀
行
に
次
「
増
加
高
を
示
し
、
且
つ

二
十
二
年
度
増
加
高
に
対
す
る
倍
率
は
二
・

五
五
と
銀
行
の
一

・
λ
こ
を
上
廻
る
好
成
績
を
示
し
た
。
然
し
乍
ら
之
を
各
月
別
に
み
る
と
第

二
表
の
示
す
如
く
四
月
五
月
は
夫
々
一
二
、
O
九
三
百
万
円
、
八
五
五
百
万
円
の
減
少
と
な
っ
て

お
り
、
六
月
よ
り
麦
及
び
事
類
の
買
上
代
金
の
疏
入
と
共
に
漸
〈
増
加
に
転
じ
同
月
三
、

=o

阿
百
万
円
、
七
月

一
O
、
六
九
六
百
万
円
と
急
増
し
た
が
、
八
月
は
右
代
金
支
払
の
一
段
落
と

農
業
会
よ
り
農
業
協
同
組
合
へ
の
改
組
不
安
に
伴
う
一
部
預
金
の
流
出
に
よ
り
七
三
六
百
万
円

の
微
増
に
止
ま
っ
た
。
九
月
以
降
は
供
米
代
合
の
九
風
速
な
流
入
に
よ
り
再
び
激
増
し
、
同
月

間
、
四
四
五
百
万
円
、
十
月
二
ハ
、
O
四
七
百
万
円
、
十

一
月
一
七
、
六
二
四
百
万
円
、
十
二

月
二
O
、

一
七
七
百
万
円
と
大
幅
の
増
加
を
統
け
た
が
、
本
年
一
月
以
降
は
右
代
金
の
支
払
減

少
と
農
業
所
得
税
、
生
活
白
等
の
引
出
増
加
に
よ
り
同
月
二
、
七
四
一
肖
万
円
と
酬
明
加
額
は
急

速
に
減
少
し
、
更
に
二
月
三
月
は
夫
々
七
、
五
一
六
百
万
円
、
七
、
O
九
七
百
万
円
の
減
少
を

示
す
に
至
っ
た
。

右
の
知
〈
農
業
協
同
組
合
貯
金
の
増
加
は
殆
ん
ど
供
出
代
金
の
振
込
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
今
二
十
三
年
度
に
於
け
る
供
出
代
金
の
歩
留
状
況
を
み
る
と
、
第
十
一
表
の
如
〈
本
年

一

月
以
降
急
速
に
悪
化
し
、
年
度
中
に
於
て
は
二
八
・

七
銘
と
、
二
十
二
年
度
中
の
三
0
・
0

%

よ
り
若
干
の
低
下
を
示
し
て
お
り
農
村
の
資
金
逼
迫
が
昨
年
よ
り
激
化
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
然
し
乍
ら
前
述
の
如
く
貯
金
桶
加
率
が
他
の
金
融
機
関
に
比
し
て
左
し
て
悪
く
な

第
十
一
表

昭
和
二
十
三
年
度
主
要
食
糧
買
上
代
金
支
払
・
高

(
農
林
中
央
金
庫
調
)

い
の
は
結
局
主
要
食
纏
買
上
価
格
の
引
上
と
豊
作
に
よ
る
供
出
量
の
増
加
に
基
〈
も
の
で
あ

る。
終
戦
後
に
於
け
る
農
業
協
同
組
合
貯
金
が
貯
蓄
預
金
中
心
よ
り
所
得
預
金
・
中
心
に
変
貌
せ
る

と
と
は
そ
の
貯
金
柑
加
が
主
と
し
て
供
出
代
金
握
込
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で

あ
る
が
、
最
近
再
び
貯
蓄
積
金
増
加
の
兆
が
見
え
て
来
た
と
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
今
第

十
二
表
に
よ
っ
て
貯
金
の
構
成
比
率
を
み
る
と
当
座
貯
金
、
普
通
貯
金
等
の
要
求
払
・府
金
は
凶

月
の
八
四

・
六
%
よ
り
本
年
三
月
の
八
七

・
三
%
に
ニ

・
七
%
上
昇
し
た
の
に
対
し
、
定
期
貯

金
等
期
限
付
貯
金
は
一
五
・
四
%
よ
り

一
.
7
七
%
へ
と
減
少
し
て
い
る
が
、
十
月
を
基
準
と

し
て
み
る
と
、
要
求
払
貯
金
は
九
0
・
三
%
よ
り
八
七

・
三
%
へ
三

・
O
%
減
少
し
、
期
限
付

貯
金
は
九

・
七
%
よ
り

=

て
七
銘
へ
却
っ
て
哨
加
を
示
し
て
い
る
。
而
し
て
か
L
る
制
限
付

貯
金
の
比
取
の
上
向
が
要
求
払
貯
金
の
大
幅
な
減
少
の
み
に
よ
っ
て
・
蹄
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
い

こ
と
は
、
期
限
付
貯
金
の
絶
対
額
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。

即
ち
二

十
二
年
度
に
於
て
期
限
付
肘
金
は
十
二
月
を
最
高
と
し
、
一
月
二
六
七
百
万
円
、

二
月
九
九
八

百
万
円
、
三
月
六
二
0
.
白
万
円
の
減
少
を
示
し
た
の
に
反
し
、
二
十
三
年
度
に
於
て
は
要
求
払
貯

金
の
減
少
に
転
じ
た
一
月
以
降
に
於
て
も
同
月
一
、
六
七
O
百
万
円
、
二
月
四
四
九
百
万
円
、

三
月
九
O
五
百
万
円
と
増
加
を
続
け
て
い
る
。
か
〈
農
村
に
於
け
る
資
金
逼
迫
が
二
十
二
年
度

に
比
し
増
大
せ
る
に
も
拘
ら
ず
、
期
限
付
貯
金
の
占
め
る
地
位
の
上
昇
が
見
ら
れ
始
め
た
こ
と

は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
緩
慢
化
せ
る
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠
で
あ
る
。
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あ
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。
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・

払

共

他

貯

金
問、
三
O
O

四
、
二
八

一

凹
、
四
五
七

一二
、
八
一
六

二
、
五
八
七

二
、
七
一
一

三、
七
一
九

四、
二
六
五

六、

一
八
六

問
、
丸
九
二

問
、
七
八
六

五、

O
一
九

六
一
五

則
市
街
地
信
用
組
合

市
街
地
信
問
組
合
貯
金
の
増
加
納
は
八
、

一}
一
六
七
百
万
円
と
三
十
二
年
度
増
加
額
に
対
し

こ
・
九
O
倍
の
好
成
献
を
示
し
た
が
、
制
加
貯
金
の
内
択
を
第
十
一
一一
裁
に
よ
っ
て
み
る
に
要
求

}
一七、
二

一
六

貯

金

四
O
、
九
四
七
一

三
九
、
八

O
七
一

四
て
削

O
八
一

四
O
、
七
五
九
一

二
九
、
-
二一
二一

四
二
二
二

六一

五
九
、
九
八
八
一

七
七
、
六
四
二
一

一
0
0
、
O
四
二
一

九
九
、
二
五
二

九
二
、
一
間
五
一

八
四
、

一
八
八
一

昔1.
制

O
、O
O刊 一、

O
四
二
一

三
、八

一
三
一

六
二

四

O
一

六
、
四
二
三
一

八、

O

一O
一

八八九九 九九 八 λ 八八八八
七九 O一一 O八六五四四四

三タ 一五一 三二一-=--tJ旦*1_ 1一一

% λ
丸
・
λ

一
一
四
、
九
五
一
一

ニ
八
、
一

一
四

一
九
、
六
八

一

一
て
七

O
三

一
回
、
四

O
二

一
九
八
、
六
二
七

JUJ 

|盟

四
O
O

L:::，. d 

一
七
、
六
二
四

一O
、
一
七
七

二
、
七
四

一

七
、
五
一
六

七、

O
九
七

四
二
・五

凹
五
・
一

四

一・
五

三
四
・
八

二
八
・
七

七
、
四
一一一
二
一

七、
一二
三
四
一

七
、
四
八
一
一

七、

一
四
五
一

円
、
七
二
五
一

五
、
六
三
四
一

六
、
四
四
三
一

七
、
五
九

O
一

九、

二
五
五
↑

一
O
、
九
二
五
一

一
て
一一
一
七
四
一

=

一
、
二
七
九
一

問
、
王
制
九

五
七
、
一
O
九

企
印
減

付-

01三 二 九 入 八 九二三面五五五

443iLEjUL八九九 三 六回ドJ 一一

二
八
・七

(
単
位

百
万
円
〉

附

金

ノ、
I:J 

81・

% 

四
八
、
一二
七
九

四
七
、
二
山

一

円
M
J

吋，、、、，‘、
g

‘、
・U

M
に
?
ノ

r，
/
吻
/
，
『
ノ

凶
七
、
九

O
四

三一
一一
、
九
四
七

四
七
、
八
五

O

六
六
、
四
=
二

八
五
二

二
二
二

一
O
九
、
二
九
七

一
一
O
二

七

六

一
O
一
一
一
、
単
一
九

九
六
、
問
ム
ハ
七

問
問
、
五
五
=
一

払
貯
金
の
哨
加
が
凶
、
五
七
久
百
万
円
と
総
制
の
六
二

・
二
%
、

川
限
付
貯
金
の
そ
れ
が
二
、

七
八
=
平
H
万
円
と
三
七

・
八
%
を
占
め
、
銀
行
朝
合
一
、
出
来
協
同
組
合
貯
命
に
比
し
貯
部

m金

的
性
質
の
濃
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
而
し
て
此
の
郁
災
は
則
限
付
貯
金
の
附
加
二
、
七
八
三



百
万
円
中
定
期
積
金
の
増
加
が
一
、
六
四
五
百
万
円
と
五
九
%
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
明
か
で
あ
る
。
尚
期
限
付
貯
金
の
月
別
増
加
状
況
を
み
て
も
木
年
一
月
以
降
同
月
三
八

O
百

第

十

三

表

市

街

地

信

用

組

合

貯

金

勘

定

(

統

計

局

調

)

万
円
、
二
月
一
一
一
五
七
百
万
円
、
三
月
四

O
一一一
百
万
円
と
確
実
な
増
加
を
続
け
て
い
る
故
今
後
貯

蓄
預
金
の
占
め
る
地
位
の
回
復
は
他
の
命
融
機
関
に
比
し
早
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(単
位
百
万
円
)

. 
年 和昭 l沼

度 和 d手

一 一
中 イ4

増
凶

~j! 年

加 三ニー十 十 十 九八七六五阿
一 一 月

高 月月月月月月月月月月月月

当
司--・e・_司_-・・・ー・-・

座、、、、、

九 五 二三三 O 八八七六六五五 貯
一 0 七 二五二 九四 ニ 四 O 九九

金。一 一ー六一一=一 四九一ー 喜是

六六六'ii.四四四四三三三 三
普

、 、、、、、、、、 、 、、、 通
五 五二二七九九七 四 O 七五 三 0九 貯

求八 一五 O 四 三五六九七一
金ー九 二阿四七八三二七七 一 七 一

其

唱園町- _圃・・_- .圃・・・圃. 払

二一 O 七六七五四三三四四
他

九 八六 コー 七八=一 九五四 λ

凶 八七七七六五五四回目 三二三 貯 l
、、、、 、、 、、、

五 一六六二 O 七 二 八四二九 七
七 四四 二七八 O 四四八ー 五三
八 三=九四 七一九 00五=一

...L・，、、
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七四回七 :=0四=一 一--

新定!
、 、 ，て てて て 、、 -;、 てて慣J目 i 

六 凶六九七九九五二五二 A五Eι 期
7、0 =六一四六二七七六七四

定
、

...l綱ノ、
四
五 o :6.四九九一ハ一二九六五 付

、 、 、-、"・・・・・-、ー ・.・-、--、a・・・・・・、__・E・、-・ _、e 、 、 、 昔Hi・
七 四 O 六三九六回二一九八七 貯
八 五四九 一 五七六五 O 七三二
一 0 七 00:=八 八 00五 三九. ← 

金
一一 一一一一一一一一一_.一一 一一 一一・ ~一 一一 一ー % ー--・--回d・・・・・・4・-・・・・・・4・----圃圃圃圃圃・ _岨・・M・・・・・・4

七 五回二一二二一 一 一一一一
ー . . . . . . . . . . . . 

七 ー一一 O九八 七七六六五 五

三五六 三五 O 三 八 O 五 一七四
六九九 一八四七 一 九八九八六
一 |二 O 九四 O 九 七 0 00六一

凶

無

尽

会

社

無
尽
会
社
の
期
加
実
績
は
一
七
、
九
一
一
一

一
百
万
円
と
二
十
二
年
度
地
加
額
に
対
し
三

・
六

O

倍
と
金
融
機
闘
中
般
商
の
増
加
率
を
示
し
た
。
然
し
右
の
数
字
に
は
無
尽
掛
金
中
給
付
金
と
両

組
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
か
ら
資
金
格
破
の
点
か
ら
去
え
ば
よ
を
控
除
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
第
十
四
表
は
両
建
部
分
を
控
除
し
た
数
字
で
あ
る
が
、
右
に
よ
れ
ば
無
尽
勘
定
一

O
、

O
八
八
百
万
円
、
貯
金
勘
定
一
、
三
九
七
百
万
円
と
ご
十
一
一
一
年
度
中
の
増
加
額
は
一

一
、
凶
八

五
百
万
円
と
な
り
、
三
十
二
年
度
増
加
額
に
対
す
る
増
加
率
は
二

・
二
七
倍
と
そ
の
順
位
は
銀

行
の
上
位
と
な
る
に
過
Mgな
い
。
従
っ
て
=
十
二
年
度
の
イ
ン
フ
レ
l
ジ
ョ

ン
昂
進
期
に
あ
っ

て
中
小
事
業
の
好
況
と
融
資
規
制
の
影
響
を
受
け
急
速
な
資
金
棒
積
を
み
た
無
尽
会
社
も
、

二

十
三
年
肢
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
緩
慢
化
に
よ
る
中
小
事
撲
の
沈
滞
に
禍
さ
れ
そ
の
母
出
に
顕

資
金
蓄
積
状
況
分
析

昭
和
二
十
三
年
度

打
ち
を
来
た
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

次
に
貯
金
勘
定
を
み
る
に
、
年
度
中
地
加
額
一
、
三
九
七
百
万
円
中
普
通
貯
金
は
九
四

O
百

万
円
と
六
七

・
二
%
、
定
期
貯
金
は
阿
五
七
杓
万
円
と
一
一
一
一
了
八
銘
を
占
め
、

市
街
地
信
用
組

合
に
比
し
捌
限
付
貯
金
の
占
め
る
地
位
は
低
い
。
吏
に
之
を
二
十
二
年
度
に
於
て
・短
期
貯
金
が

噌
加
貯
金
の
七
二

・
二
%
宮
占
め
て
い
た
の
に
比
較
す
れ
ば
定
期
貯
金
と
普
通
貯
金
の
地
位
は

逆
転
し
た
訳
で
あ
る
が
、
之
は
無
尽
会
社
の
性
質
が
従
来
の
貯
蓄
金
融
機
関
よ
り
中
小
事
業
者

の
営
業
預
金
を
取
扱
う
銀
行
に
転
化
し
つ
L
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
云
払
え
よ
う
。
尚
之
は
定

期
貯
金
増
加
額
中
貯
金
担
保
貸
付
増
加
額
の
占
め
る
比
率
が
四
八

・
三
%
(
=
一
一
一
百
万
円
)
と

二
十
二
年
度
の
一
六

・
九
%
よ
り
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
明
か
で
あ
る
。

四
0 



資

料

無

尽

会

社

掛

金

貯

金

残

高

貯

第
十
四
表年.

昭
和
一
-十
三
年

四五七 六}¥.. ブLイー十

月

十
二
月

昭
和
二
十
四
年

年

度

中

劇

加

(
統
計
局
調
)

月

~!~ 
尽
掛
金
1ヤ
未
給
付
口
掛
金

町'

曽-

i邑

月

一、

O
七
七

六
、
七
九

五
九
八

七、
三
五
凶

六
四
八

月月

八、

O
二
九

七
一
七

八
、
六

O
七

七
八

O

jヨ

九
、
三

O
八

八
一
ム
九

月

-
O、
二
八
四

^ jL 

月

一
て
一
四

一

九
二
四

月

一
一
一二
七
九

九
八

二
二
、
三
四
七

月

一
四
、
五
四
九

て

一
四
三

j守

一
五
、
四
三
三

一
、一一
一一
工
ハ

}=J 

一
六
、
四
九
O

て
五
一
間

1日y

一O
、O
八
八

九
四

O

v
b
 

跡
便
貯
金
の
二
十
三
年
度
中
広
於
け
る
増
加
傾
は
四

O
、
二
四
八
百
万
円
と
二
十
二
年
度
増

加
額
に
対
す
る
倍
率
は
二

・
六
六
と
市
街
地
信
用
組
合
に
次
ぐ
好
成
般
を
示
し
た
が
、
各
月
別

増
加
高
も
二
十
億
円
乃
至
三
十
億
円
と
他
の
金
融
機
闘
の
如
く
各
月
別
に
大
な
る
変
動
が
み
ら

更
に
二
十
二
年
度
に
於
て
は
第
一
封
鎖
預
金
の
減
少
の
た
め
資
金
部
秘
の
桶
加
が

郵

便

貯

金

れ
な
い
。

一、

O
六
七
百
万
円
に
過
宮
な
か
っ
た
の
に
比
較
す
れ
ば
二
十
三
年
度
の
資
金
苔
糊
は
極
め
て

顕
著
で
あ
る
(
二
十
三
年
度
に
於
け
る
資
金
苔
硝
増
加
傾
は
凹

O
、
二
四
八
百
万
円
よ
り
第
一

金

金

助

定

，_Lー・

疋

貯

計

期

金

五
四

一
二

三
九

五
六

一、

六
一
五

一、

六
五
九

て
間
一-一九

六
八
四

一
、
五

O
三

七
五
四

て
六
四
六

七
五
八

一
、
六
八

七
六
五

一
、
七
四
七

λ
0
λ
 

一
、
八
八
五

八
五

日、，“
'
U
L

、

一
イ
ノ
J
j
〕
ノ

二
二
四
九

2
U
H吋
寸

d

J

e寸
ノ
阿

vh

，4.

二
、
四
六

四
五
七

て
三
九
七

四。
(
単
位

百
万
円
)

七
、
九
二
一

O

八
、
五
六
ム
ハ

九、
三
六

一O
、O
四
六

-O
、
八
}
一

一
て
九
三

O

=

一、八
二
四

=
二
、
九
二
六

一
玉
、
二
三
=

一
六、
五
四
五

一
七
、
五
八

て
八
、
九
五

一
て
四
八
五

封
鎖
預
金
の
減
少
一
、
七
七
七
百
万
円
及
び
振
替
相
九
、

0
0八
百
万
円
を
差
引
い
た
こ
九
、
四

六
三
百
万
円
で
あ
る
)
。
郵
便
附
金
は
本
業
所
持
預
金
貯
諮
預
金
中
心
の
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
下
に
於
て
は
増
加
の
最
も
鈍
い
部
門
で
あ
る
が
之
が
二
十
三
年
・肢
に
入
っ
て
急
速

な
哨
加
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
イ
ン
フ
レ
1
シ
ヨ
シ
緩
慢
化
を
示
す
有
力
な
る
証
拠
で
あ
る
。

吏
に
第
十
五
表
に
示
す
如
〈
八
月
乃
至
十
-
一
月
平
均

0
・
一
七

O
で
あ
っ
た
回
転
速
度
が
本
年

一
、
二
、

三
月
は
平
均
0
・
一
四
一
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
経
済
安
定
化
に
伴
う
貯
蓄
の
安

定
化
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。



第
十
五
表

郵
便
貯
金
の
回
転
速
度
(
統
計
局
調
)

(
単
位

百
万
円
〉

11討
和昭平 ヰ旬 年

一 一
十 十
四
年 年

三 二 一十十十九八七六五四
均 一 一 jヲ

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

月
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Z主

七
月
迄
は
自
由
貯
金
で
あ
る
。

(6) 

金

銭

信

託

信
託
会
社
(
八
月
よ
り
信
託
銀
行
)
及
び
信
託
兼
営
銀
行
の
一
般
金
銭
信
託
は
第
十
六
表
の
如

〈
年
度
中
一
二
、
六
回
七
百
万
円
を
増
加
し
、
二
十
二
年
度
の
増
加
額
六
三
八
百
万
円
に
対
す
る

倍
率
は
五

・
七
一
と
全
金
融
機
関
中
第
一
位
に
あ
る
が
、
之
は
約
二
十
億
円
と
推
定
せ
ら
れ
時

第
一
封
鎖
預
合
よ
り
の
振
替
が
あ
っ
た
た
め
で
、
之
を
控
除
す
れ
ば
十
六
億
円
程
度
で
二
十
三

年
度
増
加
額
に
対
す
る
倍
率
も
二
・
五
と
半
減
す
る
。
之
は
定
期
預
金
よ
り
も
更
に
長
摘
な
金

銭
信
託
の
増
加
を
可
能
な
ら
し
め
る
経
済
的
基
盤
が
未
だ
十
分
で
な
い
結
果
で
あ
る
が
、
金
銭

資
金
蓄
積
状
況
分
析

昭
和
二
十
三
年
度

信
託
の
内
訳
を
指
定
金
銭
信
託
と
特
定
金
銭
信
託
に
分
っ
て
み
る
と
二
十
二
年
度
の
増
加
が
主

と
し
て
特
定
金
銭
信
託
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

二
十
=
一
年
度
は
両
者
が
概
ね
半
々
で
あ
る
こ
と

は
こ
れ
亦
経
済
安
定
化
へ
の
兆
を
示
す
も
の
と
云
え
る
。
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徒
一
信
託
会
社
及
び
僧
託
双
山
凸
銀
行
の
金
銭
信
託
勘
定
で
あ
る
。

徒
二
六
月
迄
は
自
飽
食
銭
信
託
で
あ
る
。

三
、

結

語

昭
和
二
十
三
年
度
に
於
け
る
資
金
蓄
積
の
実
態
は
右
に
見
た
如
く
で
あ
る
が
、
之
を
綜
括
す

る
も
の
と
し
て
、
第
十
七
表
の
全
金
融
機
関

一
般
純
資
金
蓄
積
増
加
高
を
掲
げ
よ
う
。
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-ヤ
制
裁
に
よ
れ
ば
諮
泊
地
加
市
は
総
制
二
七
五
、
九
八
九
百
万
円
と
増
加
目
棋
倒
三
千
舷
門
を

下
廻
っ
て
い
る
。

而
か
も
布
替
相
の
少
な
か
ら
ざ
る
・部
分
が
政
府
資
金
の
拙
和
金
融
機
闘
の
融

資
制
哨
加
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
が
大
怖
の
収
納
の
予
想
せ
ら
れ
る
附
和
二
十
四

年
度
に
於
て
資
金
蓄
積
の
多
き
を
期
待
す
る
こ
と
は
組
め
て
困
難
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
然
し
乍
ら
二
十
三
年
肢
の
資
金
部
制
は
そ
の
内
容
に
於
て
二
十
二
年
度
に
比
し
相
当
の
改

善
を
み
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
山
七
営
業
預
金
の
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
、
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預
金
所
斜
預
金
の
地
位
が
上
回
升
し
て
い
る
が
、
之
は
イ
ン

フ
レ
ー
シ

ョ
ン
緩
慢
化
に
よ
っ
て
蔚

ら
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
。
従
っ
て
今
後
為
替
レ
l

ト
の
維
持
、
均
術
予
算
の
実
施
に
よ
る
経
済

安
定
化
に
伴
い
、
右
の
傾
向
は
促
進
さ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
然
し
此
の
為
め
に
は
預
金
金

刺
と
仙
の
金
刺
と
の
刺
殺
、
部
税
負
担
の
峰
減
等
の
知
世
を
必
裂
と
す
る
と
共
に
、
念
融
機
関

側
に
於
い
て
も
預
金
の
淑
戒
が
漸
次
回
民
の
所
得
に
移
り
つ
L
あ
る
現
状
を
認
識
し
預
金
独
特

に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
(
県
附
)


